　様式3
調査委受託契約書

受託者 長野赤十字病院（以下「甲」という。）と委託者 　　　　　　
（以下「乙」という。）は製造販売後調査等（以下「本調査」という。）の実施について下記のとおり契約を締結する。

（委託）
第１条　本調査の調査内容は次のとおりとし、甲は乙の委託により、これを実施する。
	調査担当医師

	所属：
	氏名：

	調査薬品等の名称
及び一般名称
	商品名：

一般名：

	剤型、含量等
	剤　型：

含　量：

	調査課題名及び

内容
	

	症例数（予定）
	
	症例

	調査期間
	　契約締結日　～ 　　 　 年  　月 　 日　


（調査委託費）
第２条　調査に要する費用および支払い方法等は、甲・乙協議のうえ別途覚書を締結する。
（ＧＰＳＰの遵守）
第３条　甲は、乙が委託する本調査を「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する
省令」（平成１６年１２月２０日付け厚生労働省令第１７１号）を遵守して行う。

（調査票の提出）
第４条　甲は、本調査の実施要項に従って乙の指定する調査票を作成し、乙に提出する。
（調査結果の報告）
第５条　乙は、本調査の終了後、調査結果を甲に報告するものとする。
（補償）
第６条　本契約の定める期間中に甲が実施した調査により、調査薬に基づく不測の事故等が発生し、
甲と被験者もしくは保護者との間に紛争が生じ又は生じるおそれが発生した場合は、その解決につき乙は甲に協力する。
２　前項に基づき甲の被験者もしくは保護者に対する賠償責任が判決もしくは和解により確定した
場合には、その損害が甲の故意または重大な過失による場合を除き、賠償責任問題を含めて甲、乙
は協力してその解決に努力するものとする。
（報告・発表）
第７条　甲が本調査により得られた情報を専門の学会等外部に発表する場合は、事前に乙の承諾を得て行うものとする。
２　乙が調査結果の内部の一部又は全部につき学術宣伝用資料としてこれを使用する等、外部に発表するに際しては、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。

（機密保持義務）
第８条　甲は、研究に関し乙から提供された資料並びに調査の結果得られた情報については、乙の
事前の承諾なしに第三者に漏洩しないものとする。又、乙は、被験者の身元を明らかにする可能
性のある記録について、被験者のプライバシーと秘密の保全に配慮して保存しなければならない。

（反社会的勢力の排除）
第９条　甲及び乙は、以下のとおり表明し、かつ誓約する。
（1） 自己の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の
代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以
下同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下
「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で
はないこと。

（2） 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が
経営に実質的に関与していないこと。

（3） 自己の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与
える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しないこと。

（4） 自己の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直
接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。

（5） 自己の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用しないこと。

（6） 自己の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を持たないこと。

（情報開示）
第10条　甲は、本契約に基づき乙から甲に支払われる調査委託費に関して、日本製薬工業協会の定
める「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に則り、乙が下記の情報を乙のホー
ムページ等を通じて一般に開示することに同意する。
1 甲の名称
2 乙が甲に支払った年間の調査委託費総額および件数

（協議）
第11条　本契約に定めのない事項その他疑義を生じた事項については、その都度、甲・乙誠意をも
って協議・決定する。

上記契約締結の証として本書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各自その１通を保有する。

　　　　　年　   月　   日

（甲）
長野市若里五丁目２２番１号


長野赤十字病院


院 長
小林　光　　　　　　　印　

（乙）








　　　印　
�ご記入ください。


�以下、申請書と同様の内容をご記入ください。


�契約締結日は当院の押印日とします。ご希望の日付がある場合はご相談ください。


�ご記入ください。





